
京都市告示第   号 

 平成２９年３月３１日京都市告示第６６７号及び平成３０年３月３０日京都市告示第６

６１号（京都市が定期的に収集する一般廃棄物の処理に係る手数料（指定袋により徴収す

るものに限る。）の徴収事務の委託）の一部を次のように改めます。 

平成３０年４月２０日 

                          京都市長 門 川 大 作 

 
氏名又は名称 住所 

変更 

内容 
変更前 変更後 変更期間 

１ 株式会社 

ツルハ 

 

北海道札幌市

東区北二十四

条東２０丁目 

１－２１ 

取扱店舗の

追加 

－ 株式会社 

ツルハ 

ツルハドラ

ッグ八坂神

社前店 

京都市東山

区四条通大

和大路東入

祇園町南側

５４３番地 

平成３０年 

３月２２日 

から 

平成３１年 

３月３１日 

まで 

２ 株式会社  

デイリーヤマ

ザキ事業統括

本部 

 

東京都千代田

区岩本町３丁

目１０番１号 

 

取扱店舗数

の変更 

京都市内 

２８店舗に 

限る 

京都市内 

２７店舗に 

限る 

平成３０年 

３月２３日 

から 

平成３１年 

３月３１日 

まで 

                                 （環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課） 

 

６５


